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○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

昭和49年３月30日規則第10号 

改正 

昭和58年３月31日規則第14号 

平成12年４月１日規則第44号 

平成13年１月４日規則第１号 

平成17年４月１日規則第25号 

平成28年３月31日規則第45号 

令和元年６月26日規則第２号 

令和元年９月11日規則第９号 

令和３年３月26日規則第13号 

令和５年６月30日規則第35号 

災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 
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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年豊川市条例第７号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２章 災害弔慰金の支給 

（支給の手続） 

第２条 市長は、条例第３条の規定により災害弔慰金の支給を行うときは、次に掲げる事項を調査

したうえ災害弔慰金を支給するものとする。 

(１) 死亡者（条例第６条の規定により死亡したものと推定された者を含む。以下同じ。）の氏
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名、性別及び生年月日 

(２) 死亡（条例第６条の規定により死亡したものと推定された場合を含む。）の年月日及び状

況 

(３) 死亡者の遺族に関する事項 

(４) 支給の制限に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第３条 市長は、本市の区域外で死亡した市内に住所を有する者の遺族に対し、死亡地の官公署の

発行する被災証明書を提出させるものとする。 

２ 市長は、市内に住所を有しない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させる

ものとする。 

第３章 災害障害見舞金の支給 

（支給の手続） 

第４条 市長は、条例第９条の規定により災害障害見舞金の支給を行うときは、次に掲げる事項を

調査したうえ災害障害見舞金を支給するものとする。 

(１) 障害者（条例第９条に規定する障害者をいう。以下この章において同じ。）の氏名、性別

及び生年月日 

(２) 障害の原因となる負傷を受け、又は疾病にかかった年月日及びその当時の負傷又は疾病の

状況 

(３) 障害の種類及び程度に関する事項 

(４) 支給の制限に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第５条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市内に住所を有す

る者に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものと

する。 

２ 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）別表に規定

する障害を有することを証明する医師の診断書（様式第１号）を提出させるものとする。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

（借入れの申込み） 
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第６条 条例第12条の規定により災害援護資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとす

る者（以下「借入申込者」という。）は、その者の被災の日の属する月の翌月１日から起算して

３月を経過する日までに災害援護資金借入申込書（様式第２号）（以下「借入申込書」という。）

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の借入申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 世帯主の負傷を理由とするものにあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載し

た診断書 

(２) 被害を受けた日の属する年の前年（当該被害を１月から５月までの間に受けた場合にあっ

ては前々年とする。以下この号において同じ。）において、他の市町村に居住していた借入申

込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（調査） 

第７条 市長は、前条の借入申込書の提出があったときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該

世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。 

（貸付けの決定） 

第８条 市長は、第６条の借入れの申込みについて資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援

護資金貸付決定通知書（様式第３号）（以下「貸付決定通知書」という。）により、資金を貸し

付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認通知書（様式第４号）により、当該借入

申込者に通知するものとする。 

（借用書の提出） 

第９条 前条の貸付決定通知書を受けた者は、速やかに災害援護資金借用証書（様式第５号）（以

下「借用書」という。）に、本人の印鑑証明書（保証人を立てる場合は、本人及び保証人の印鑑

証明書）を添えて市長に提出しなければならない。 

（貸付金の交付） 

第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。 

（借用書等の返還） 

第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）が貸付金の償還を完了した

ときは、当該借受人に係る借用書及び印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

（繰上償還の申出） 

第12条 条例第15条第２項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上
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償還申出書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（償還金の支払猶予） 

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、災害援護資金償還金支払猶予申

請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請について支払の猶予を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還金支

払猶予承認通知書（様式第８号）により、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、災害援護

資金償還金支払猶予不承認通知書（様式第９号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（違約金の支払免除） 

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、災害援護資金違約金免除申請書

（様式第10号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請について支払の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金違約金免

除承認通知書（様式第11号）により、支払免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金違

約金免除不承認通知書（様式第12号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（償還免除） 

第15条 借受人は、貸付金の償還未済額の全部又は一部について償還の免除を申請しようとすると

きは、災害援護資金償還免除申請書（様式第13号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。 

(１) 借受人の死亡を証する書類 

(２) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったこと

を証する書類 

(３) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類 

３ 市長は、第１項の申請について償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免

除承認通知書（様式第14号）により、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金

償還免除不承認通知書（様式第15号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（督促） 

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとす

る。 

（氏名、住所等の変更の届出） 

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所等に変更を生じたときは、借受人は、速やかに

氏名等変更届（様式第16号）を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したとき
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は、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。 

第５章 災害見舞金の支給 

（被害の基準） 

第18条 条例第16条第１項第３号に規定する住居の滅失は、次の各号のいずれかに該当する被害と

する。 

(１) 住居の損壊し、焼失し、又は流出した部分の床面積が、その住居の延床面積の70パーセン

トに達した程度のもの 

(２) 住居の主要な構成要素の経済的被害のその住居全体に占める損害割合が50パーセント以上

に達した程度のもの 

２ 条例第16条第１項第４号に規定する相当程度の住居の損害は、次の各号のいずれかに該当する

被害とする。 

(１) 住居の損壊し、焼失し、又は流出した部分が、その住居の延床面積の20パーセント以上70

パーセント未満のもの 

(２) 住居の主要な構成要素の経済的被害のその住居全体に占める損害割合が10パーセント以上

50パーセント未満のもの 

（被害の届出） 

第19条 条例第16条第１項に規定する被災世帯の世帯主（当該世帯主が死亡した場合にあっては、

その者の葬祭を行う者）は、同項各号に規定する被害を受けた日の属する月の翌月から起算して

３月を経過する日までに被災届（様式第17号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書には、市長が必要とする書類を添付しなければならない。 

第６章 雑則 

（委任） 

第20条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給、災害援護資金

の貸付け及び災害見舞金の支給の手続について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和49年４月１日から施行する。 

附 則（昭和58年３月31日規則第14号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年４月１日規則第44号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成13年１月４日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年４月１日規則第25号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式に相当する従

前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第45号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月26日規則第２号） 

この規則は、令和元年６月27日から施行する。 

附 則（令和元年９月11日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月26日規則第13号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式に相当する従

前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを使用することができる。 

附 則（令和５年６月30日規則第35号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施

行規則の規定は、令和５年６月２日以後に生じた災害に係る災害見舞金の支給について適用する。 
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様式第１号（第５条関係） 

 



8/24 

様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 
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様式第６号（第12条関係） 
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様式第７号（第13条関係） 
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様式第８号（第13条関係） 
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様式第９号（第13条関係） 
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様式第10号（第14条関係） 
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様式第11号（第14条関係） 
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様式第12号（第14条関係） 

 



20/24 

様式第13号（第15条関係） 
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様式第14号（第15条関係） 
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様式第15号（第15条関係） 
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様式第16号（第17条関係） 
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様式第17号（第19条関係） 

 


